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1. 概要 

本学では、「めざせ、安全・安心、快適なキャンパス」をスローガンに掲げ、各事業場の職場環境に合わせた安全衛生

活動を計画、実施し、教職員および学生に対して安全で快適な職場環境の形成を進めている。筆者は黒髪事業場に所属し、

選任衛生管理者として、主に職場巡視により安全衛生活動を実施している。そこで本報告では、現在、実施している職場

巡視について、巡視方法、導入されているリスクアセスメントについての報告を行う。 

 

巡視計画 

・巡視日時の決定

・巡視場所の決定

・管理者への連絡

・過去の状況確認

巡視開始

危険箇所の発見

巡視終了 

現場対処 
・管理者への口頭指示 
・巡視者による対処 

巡視結果報告書 
     の作成 

・管理者および部局への報告 

対処結果の記録 

改善指示書
    の作成 

巡視結果の記録 

巡視前 巡視後 巡視時

2. 職場巡視について 

職場巡視は、黒髪事業場の黒髪南地区（図 1）を担当区域とし、図 2 に示す手順により実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. 黒髪事業場マップ 

－黒髪南地区－ 

工学部・理学部など 

－黒髪北地区－ 

教育学部・文学部・法学部など 
図 2. 職場巡視の手順  

 

以下に、巡視前から巡視後の各手順について記述する。 

○巡視前：担当区域は広く、作業場数も多い。そのため効率よく巡視を実施するために事前の計画は必須である。基本

的な作業内容は、巡視の日時・場所を決定し、状況により管理者への連絡、過去に実施した巡視状況の確認を行う。 

○巡視時：まず始めに実施することは、建物および作業場の状況（薬品および高圧ガス使用の有無，定期自主検査対象

設備の有無など）を把握することである。なお、一建物に対する巡視は以下の 2 点に分けて実施している。  

・供用部分（廊下など）：避難経路の状態，非常用設備の状態，建物の危険箇所の有無などの確認 

・各作業場：出入り口などの避難経路の状態、薬品および高圧ガスの管理・使用状況、定期自主検査対象設備の検査実

施状況および状態、作業および作業環境に応じた安全対策（保護具着用など）の有無などの確認 

上記において不具合箇所が確認された場合、軽微なものや緊急性が高いものについては、巡視者による直接対処もしく

は管理者に対する口頭指示により迅速に改善を実施する。 

○ 巡視後：巡視終了後は、巡視日誌などに巡視状況を記録し、確認された不具合事項で緊急性が高い場合は、巡視結



果報告書により管理者に報告し、早急な改善を促し、それ以外の不具合事項については、改善指示書を作成し、事業場の

安全衛生委員会で審議した後、当該委員会より管理者に対して通知し、改善を促している。 

なお、本学では衛生管理者に対するマニュアルを整備し、未経験者でも実施できるよう対応を行っている。 

 

3. 職場巡視へのリスクアセスメントの導入 

現在、本学では、職場巡視に対してリスクアセスメントを導入している。リスクアセスメントとは、作業場の潜在的な

危険・有害性を見つけ、そのリスクを見積り、除去・低減をするための措置を計画的に実施するための手法である。この

リスクアセスメントの導入により得られる（期待する）効果は以下のとおりである。 

・職場全体の安全衛生におけるリスクに対して共通認識を持つことができる。 

・改善措置をリスクレベルに応じて優先順位を決め、計画的に実施することができる。 

・費用対効果の観点から有効な対策を実施することができる。 

なお、リスクアセスメントに対しても評価基準およびマニュアル（表 1）を整備し、未経験者への対応を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1. リスクアセスメントに係るリスク見積り・評価基準およびリスク評価マニュアル（一部抜粋） 

4. まとめ 

近年、衛生管理者が実施する職場巡視も、巡視基準およびマニュアルの整備、リスクアセスメントの導入などにより、

巡視者の目線も徐々に平準化され、各種不具合事項に対する管理者の理解度、改善率も高くなってきている。今後は、各

種表示物の統一化、巡視マニュアルの再検討を行い、本学全体の安全衛生に対する意識の更なる向上を図っていく。 


